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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　気孔率が１％以下のセラミックス焼結体基材の少なくとも一部に皮膜形成表面を有する
セラミックス部材であって、
皮膜形成表面が、ケイ素アルコキシド化合物重合体のゾルゲル皮膜と基材表面とが混在し
てなり、
　前記ゾルゲル皮膜の面積率が、前記皮膜形成表面全体の５～８０％である、
表面処理セラミックス部材。
【請求項２】
　前記皮膜形成表面において、セラミックス焼結体基材表面の凹部が選択的に前記ゾルゲ
ル皮膜によって被覆されていることを特徴とする請求項１に記載の表面処理セラミックス
部材。
【請求項３】
　真空処理装置または雰囲気処理装置に用いられることを特徴とする請求項１または２に
記載の表面処理セラミックス部材。
【請求項４】
　少なくとも処理雰囲気に接する部分に、前記皮膜形成表面が形成されていることを特徴
とする請求項３に記載の表面処理セラミックス部材。
【請求項５】
　気孔率が１％以下のセラミックス焼結体基材の表面にケイ素アルコキシド化合物重合体
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のゾルゲルからなる皮膜材を塗布した後、硬化前の皮膜材がセラミックス焼結体表面の凹
部に残存するような条件で皮膜材の一部を除去し、セラミックス焼結体表面の凹部に残存
した皮膜材を硬化させることを特徴とする表面処理セラミックス部材の製造方法。
【請求項６】
　皮膜材の一部の除去が、拭き取りにより行われることを特徴とする請求項５に記載の表
面処理セラミックス部材の製造方法。
【請求項７】
　請求項１～４のいずれかに記載の表面処理セラミックス部材を用いた真空処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表面処理を施したセラミックス部材およびその製造方法に関する。より詳し
くは、加熱処理に供される部材、または、処理ガス雰囲気、プラズマ雰囲気、もしくは熱
処理時の真空雰囲気に曝される部材に用いるのに適した表面処理セラミックス部材および
その製造方法に関する。本発明は、さらに、表面処理セラミックス部材を用いた真空処理
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイス製造装置などのプラズマチャンバー用部材などの腐食性ガスに曝される
部材には、耐食性に優れるセラミックスが用いられている。これは、耐食性に劣る材料で
は、装置寿命が短いという問題があると共に、腐食性ガスとの反応生成物がパーティクル
としてデバイスに付着し、デバイスの品質劣化をもたらす場合があるからである。このよ
うな用途には、アルミナなどの一般的なセラミックス材料の他、ＡｌＮ、Ｙ2Ｏ3などのよ
り耐食性に優れる材料が用いられる。
【０００３】
　しかしながら、材料の変更だけではパーティクルを完全に防止するには至らない。すな
わち、セラミックス部材は脆性材料の加工品であるため、必ず表層には凹部（気孔、マイ
クロクラック、加工傷など）が存在するが、凹部内に表面研削工程などにおいて発生した
微粒子が入り込む場合がある。このような凹部内微粒子は、通常の洗浄工程を経ても完全
に除去するのは難しい。また、セラミックス部材の製造工程中にはマイクロクラックが発
生する場合もある。このような微粒子やマイクロクラックが高温雰囲気、処理ガス雰囲気
、プラズマ雰囲気もしくは熱処理時の真空雰囲気などに曝されると、パーティクルとして
飛散する。
【０００４】
　従来、セラミックス部材のパーティクルの飛散を防止する方法についての提案がいくつ
かなされている。
【０００５】
　特許文献１には、「セラミックス製品を洗浄する方法であって、前記セラミックス製品
の被洗浄面に溶剤を塗布し、次いでこの溶剤に可溶性の材料からなるフィルムを前記被洗
浄面に接触させ、前記フィルムを前記被洗浄面から剥離させることによって前記被洗浄面
を洗浄することを特徴とする、セラミックス製品の洗浄方法」に関する発明が開示されて
いる。この発明では、溶剤によってフィルムの被洗浄面に対する接触部分が溶融し、被洗
浄面の形態の凹凸に対して追従するため、被洗浄面に存在するパーティクルが、フィルム
の溶融した部分に包み込まれる。その結果、フィルムを被洗浄面から剥離させると、フィ
ルムの接触面側にパーティクルが固定化され、被洗浄面から取り除かれるとされている。
【０００６】
　特許文献２には、「９９．２重量％以上、９９．９９重量％以下の酸化アルミニウムと
残部がアルミニウム以外の金属の酸化物からなり、平均粒子径が０．５μｍ以上、１５μ
ｍ以下で、かつ密度が３．８８ g/cm3以上、３．９７ g/cm3以下である焼結体、または研
削加工した焼結体を、１０００℃以上、１５５０℃以下の温度で０．１時間以上、６時間
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以下にわたり加熱処理したことを特徴とするアルミナセラミックス焼結体」に関する発明
が開示されている。
【０００７】
　また、セラミックス材料の耐食性を向上させる方法として、主として溶射セラミックス
について、耐食性の高い皮膜を形成する発明も提案されている。
【０００８】
　特許文献３には「ハロゲン系腐食ガス環境下またはハロゲン系腐食ガスのプラズマの環
境下で用いられる耐食性複合部材であって、基材と、基材上の少なくともハロゲン系腐食
ガスまたはハロゲン系腐食ガスのプラズマに曝される部位に設けられたセラミックスゾル
／ゲルにより形成された被膜とを有することを特徴とする耐食性複合部材」に関する発明
が開示されている。
【０００９】
　特許文献４には「溶射用の前加工をした基材表面に、単一金属または合金またはサーメ
ットあるいはセラミックスを溶射し、その後溶射皮膜内の気孔中で封孔物を形成する浸透
性の良い封孔液を塗布または含浸し、時効または熱処理を行って封孔処理をした後、ガラ
ス質形成成分を溶解または懸濁した液を刷毛塗りまたは噴霧により塗布し、常温乾燥また
は９００℃以下の温度で焼成することによりガラス質表層皮膜を形成することを特徴とす
る耐食性を有し、長期間使用に耐える複合皮膜の形成方法」に関する発明が開示されてい
る。
【００１０】
　特許文献５には「セラミック部材上に設けられる複合コーティング材料であって、開気
孔を有するセラミック多孔体と、前記開気孔に含浸されている樹脂とを備えていることを
特徴とする、複合コーティング材料」に関する発明が開示されており、その実施例では、
セラミック多孔体が溶射法によって形成されているもののみが記載されている。
【００１１】
　特許文献６には「溶射によって得られたセラミックス絶縁層において、気体と樹脂との
温度差による収縮率の違いを利用して、このセラミックス絶縁層に発生した気孔の入口に
熱硬化性樹脂からなる封孔体を形成したことを特徴とする封孔処理セラミックス絶縁層」
に関する発明が記載されている。
【００１２】
【特許文献１】特開平１１－２１１８７
【特許文献２】特開平８－８１２５８
【特許文献３】特開２００３－３３５５８９
【特許文献４】特開２００１－１５２３０７
【特許文献５】特開２００３－１１９０８７
【特許文献６】特開２００２－１８０２３３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　特許文献１に記載の発明では、セラミックスの表面にフィルムを形成し、そのフィルム
を被洗浄面から剥離させることによりパーティクルの原因となる微粒子を除去するもので
あるが、粒界、気孔内に入り込んだ微粒子の除去は困難である。
【００１４】
　特許文献２に記載の発明は、１０００～１５５０℃の熱処理によってパーティクルの原
因となるマイクロクラックを修復することとしているが、粒界、気孔内に入り込んだ微粒
子の除去はできない。
【００１５】
　特許文献３～６に記載の発明は、いずれも溶射セラミックスへの皮膜形成を目的とする
ものであり、そもそもパーティクルの問題を解決するものではない。また、特許文献３～
５は、セラミックス表面の全面に皮膜を形成させるものであるから、セラミックスの機能
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を発揮できない。
【００１６】
　また、セラミックス等の溶射によって皮膜を形成し、パーティクルを低減する方法の場
合、例えば周期的に洗浄を必要とする部品については、洗浄により溶射自体が部材から剥
離する為、１回または数回の洗浄ごとに再溶射を施す必要がある。この洗浄ごとの溶射費
用は装置のランニングコストを上げる要因となっている。このコストを削減する為には恒
久的に有効な処理方法の発明が必要となる。
【００１７】
　本発明者らは、上記の問題を解決するために、セラミックス焼結体が有する優れた耐食
性を維持しつつ、恒久的にパーティクルの発生を防止する方法について鋭意研究を行った
結果、下記の知見を得た。
【００１８】
　（Ａ）セラミックス焼結体の全面を皮膜で覆ったのではセラミックス焼結体が本来有す
る機能を発揮できず、耐食性部材としての機能が皮膜の性能によって左右されることにな
る。また、全面被覆の場合、剥離等の耐久性の問題がある。従って、セラミックス焼結体
の全面（処理雰囲気と接触する面の全面）を覆わない構成とするのが望ましい。
【００１９】
　（Ｂ）パーティクルの発生原因の一つは、焼成時、研削加工時などに生じるセラミック
スの微粒子の飛散によるものである。即ち、焼成炉内に飛散したセラミックス微粒子、研
削加工時に発生したセラミックス微粒子などは、セラミックス焼結体表面に付着するが、
超音波洗浄等の従来知られている様々な洗浄方法を用いたとしても、結晶粒界の隙間、微
小気孔内、加工傷内などに入り込んだ微粒子を完全に除去することは困難である。従って
、これらの微小空間に残存したセラミックス微粒子を除去するのではなく、セラミックス
微粒子を微小空間内に固定することが必要である。
【００２０】
　（Ｃ）パーティクルの発生原因のもう一つは、セラミックス部材に生じたマイクロクラ
ックにより発生した微小片が装置運転中に脱落することによるものである。従って、セラ
ミックス部材の表面には、マイクロクラックによる微小片の脱落を防止するための定着材
を存在させることが必要である。
【００２１】
　（Ｄ）上記（Ｂ）および（Ｃ）に記載された原因によるパーティクルは、装置運用の比
較的初期の段階にて大量に発生する。図５は、従来のセラミックス部材および表面に定着
材を被覆したセラミックス部材を半導体製造装置に適用した場合の使用時間とパーティク
ルの発生量との関係を示す図である。図５に示すように、従来のセラミックス部材を用い
た場合、パーティクルの発生量は、運用を続けることにより徐々に低減するものの、パー
ティクル数が使用可能な数に減少するまでは、製品処理を行うことはできない。しかし、
定着材を被覆したセラミックス部材を用いれば、初期段階からパーティクルの発生量を低
減できる。そして、定着材は、装置運用中に減少するが、上記（Ｂ）および（Ｃ）に記載
された原因によるパーティクルは、運用を続けるうちに低減する。このため、定着材を存
在させたセラミックス部品は、恒久的にパーティクルの発生量を低いレベルに抑えること
ができる。
【００２２】
　本発明は、上記の知見に基づいてなされたものであり、セラミックス焼結体が本来有す
る機能を発揮しつつ、パーティクルの飛散が発生しないセラミックス部材およびその製造
方法、ならびに、そのようなセラミックス部材を用いた真空処理装置を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　本発明は、下記（１）～（４）に示す表面処理セラミックス部材、下記（５）および（
６）に示す表面処理セラミックス部材の製造方法、ならびに、下記（７）に示す真空処理
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装置を要旨とする。
【００２４】
　（１）気孔率が１％以下のセラミックス焼結体基材の少なくとも一部に皮膜形成表面を
有するセラミックス部材であって、皮膜形成表面が、ケイ素アルコキシド化合物重合体の
ゾルゲル皮膜と基材表面とが混在してなり、前記ゾルゲル皮膜の面積率が、前記皮膜形成
表面全体の５～８０％である、表面処理セラミックス部材。
【００２６】
　（２）前記皮膜形成表面において、セラミックス焼結体基材表面の凹部が選択的に前記
ゾルゲル皮膜によって被覆されている上記（１）の表面処理セラミックス部材。
【００２７】
　（３）真空処理装置または雰囲気処理装置に用いられる上記（１）または（２）の表面
処理セラミックス部材。
【００２８】
　（４）少なくとも処理雰囲気に接する部分に、前記皮膜形成表面が形成されている上記
（３）の表面処理セラミックス部材。
【００２９】
　（５）気孔率が１％以下のセラミックス焼結体基材の表面にケイ素アルコキシド化合物
重合体のゾルゲルからなる皮膜材を塗布した後、硬化前の皮膜材がセラミックス焼結体表
面の凹部に残存するような条件で皮膜材の一部を除去し、セラミックス焼結体表面の凹部
に残存した皮膜材を硬化させることを特徴とする表面処理セラミックス部材の製造方法。
【００３０】
　（６）皮膜材の一部の除去が、拭き取りにより行われる上記（５）の表面処理セラミッ
クス部材の製造方法。
【００３１】
　（７）上記（１）～（４）のいずれかの表面処理セラミックス部材を用いた真空処理装
置。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明によれば、セラミックス焼結体が本来有する機能、即ち、優れた耐食性を発揮し
つつ、焼結時、研削加工時などに発生し、セラミックス焼結体表面の気孔内などの微小空
間に残存した微粒子またはマイクロクラックに起因して発生するパーティクルの飛散を防
止することができる。さらにはこれにより、装置運用の初期段階から成膜処理等の必要な
処理を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　１．セラミックス焼結体
　セラミックス焼結体としては、本来の化学的に安定な機能を発現させるために、気孔率
が１％以下の緻密質で微小組織を呈するものを用いる。気孔率が１％を超えると、機械的
特性及び耐食性が低下するからである。また、セラミックス溶射被膜の場合は、緻密に焼
結した焼結体と比較すると多孔質であり、さらに機械的強度が弱いとともに、比表面積が
大きいので、耐食性や耐久性も劣る。このため、脱粒などによるパーティクルが発生しや
すい材料であるため、本発明の表面処理セラミックス部材には用いることができない。
【００３４】
　本発明に用いるセラミックス材料には、特に制限はないが、アルミナ、イットリア、ジ
ルコニア、ムライト、コーディエライト、炭化珪素、窒化珪素、窒化アルミニウム、サイ
アロン等の一般的なセラミックス材料を用いることができる。このうち、特に、耐食性及
び耐熱性に優れるアルミナ、窒化アルミニウム、イットリアなどを用いるのが望ましい。
【００３５】
　セラミックス焼結体の製造方法には、特に制限はなく、一般的な製造方法を採用すれば
よい。例えば、平均粒径で０．０１～１μｍ程度の粉末原料に、公知の成形バインダーを
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添加し、スプレードライ法などの公知の方法により造粒した後、金型プレス、ＣＩＰ（冷
間静水圧成形）により得られた成形体を焼成して製造することができる。粉末原料には、
必要に応じて公知の焼結助剤を添加してもよい。このとき、酸化物系セラミックスであれ
ば、大気炉を用いることができる。また、非酸化物系セラミックスであれば、真空炉のほ
か、窒素、アルゴン等の雰囲気焼成炉を用いることができる。
【００３６】
　２．皮膜材料
　本発明の表面処理セラミックス部材は、上記のセラミックス焼結体の表面にケイ素アル
コキシド化合物重合体のゾルゲル膜からなる皮膜を形成したものである。ケイ素アルコキ
シド化合物は、室温下もしくは加熱により重合反応が進行して容易に硬化し、装置運転中
も安定的に存在するからである。また、処理されるデバイスがシリコン系材料で構成され
ている場合、仮に飛散した場合でも悪影響を及ぼしにくいからである。さらに、ケイ素ア
ルコキシド化合物重合体のゾルゲル膜は、溶液を用いて膜を形成できる点で簡便であると
いうメリットもある。
【００３７】
　上記の皮膜は、セラミックス焼結体の少なくとも半導体製造装置などにおいて処理雰囲
気に曝される表面に存在する凹部（結晶粒界の隙間、微小気孔、加工傷など）に選択的に
埋め込まれ、凹部以外の部分にはセラミックス焼結体が露出するように形成させ、セラミ
ックス焼結体の処理表面がセラミックス焼結体基材の表面と皮膜の表面とが混在している
必要がある。ここで処理雰囲気とは、処理ガス雰囲気（アルゴンガス、水素ガス、ハロゲ
ン等の腐食ガスなど）、プラズマ雰囲気、熱処理時の真空雰囲気などである。
【００３８】
　これは、前掲のように、セラミックス焼結体の凹部には微粒子などが残存しており、ま
た、焼成工程、加工工程などにおいてマイクロクラックが形成されている場合がある。上
記の皮膜は、凹部を選択的に被覆し、そこに存在する微粒子を捕捉して飛散を防止すると
共に、マイクロクラック発生により生じた微小片の脱落をも防止する役割を担う。その一
方で、耐食性に優れるセラミックス焼結体が露出している。このセラミックス焼結体が露
出した面は、もともと凹みがない平滑な部分であるので、洗浄等により微粒子を除去しや
すく、パーティクルが発生しにくいため、この部分は、セラミックス焼結体を露出させて
、本来の機能を発揮させるべき部位である。
【００３９】
　セラミックス焼結体の処理表面における皮膜の面積率は、表面処理面全体の５～８０％
を占めることが望ましい。即ち、皮膜の面積率が５％未満の場合には、上記の微粒子等の
捕捉効果が不十分となり、パーティクルの飛散を防止できないおそれがあり、一方、その
面積率が８０％を超えると、セラミックス焼結体の本来の機能を発揮できないおそれがあ
る。
【００４０】
　皮膜の面積率は、以下の方法により求めることができる。
（１）表面処理セラミックス部材の任意箇所を波長分散型の電子プローブマイクロアナラ
イザ（ＥＰＭＡ）にて皮膜材由来の主要元素（例えば、Ｓｉ系アルコキシド化合物の場合
、主要元素はＳｉである。）の分布比率をマッピングする。
（２）上記（１）と同様の方法でセラミックス基材由来の主要元素（例えば、アルミナの
場合、主要元素はＡｌである。）の分布比率をマッピングし、補完関係になっていること
を確認する。
（３）検出されたＸ線検出強度とその面積比から、皮膜材由来の主要元素の面積率を求め
これを皮膜の面積率とする。具体的には、Ｘ線散乱、表面性状によるノイズの影響を除外
するため、Ｘ線検出強度の最大値の０．２０倍となる値を閾値として、Ｘ線検出強度を２
区分に分け、Ｘ線検出強度が閾値以上となる領域における面積率を皮膜の面積率とする。
【００４１】
　処理表面に基材表面と皮膜表面とを混在させるためには、前掲の皮膜材をセラミックス
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焼結体に塗布し、これが完全に硬化する前にウエスなどで拭き取り、乾燥、硬化させるの
が有用である。この作業は、１回でも効果が発揮されるが、２回以上行うのがより望まし
い。基材表面としては、研削面のほか、焼成面、熱処理面、ブラスト面などであってもよ
い。
【００４２】
　ここで、比較的平滑な面（この面には、微粒子が残存しにくい）においては、皮膜液は
容易に除去できるが、凹部（気孔等）には皮膜液が残存し、これが乾燥、硬化してセラミ
ックス焼結体の凹部が被覆される。凹部に形成された皮膜は、アンカー効果により強固に
被覆されるため、脱落の心配はない。
【実施例１】
【００４３】
　表１に掲げる組成および気孔率を有する種々のセラミックス基材（面粗さＲａ：０．７
±０．１μｍ、寸法：３０ｍｍ×３０ｍｍ×２．５ｍｍ）を作製し、これらに表１に示す
皮膜材を塗布し、ウエスで拭き取ったものを試験片とした。各種試験片について、その皮
膜の面積率およびパーティクルの発生個数を求めた。また、一部の実施例については、実
際に半導体製造装置の真空槽内部品を作製し、装置に実装し、使用状況を調査した。
【００４４】
＜皮膜の面積率＞
　ＳＥＭ試験用スパッタ成膜装置（サンユー電子製、ＳＣ－７０４）を用いて、試験片に
予め金蒸着し、導電膜を形成し、分析装置（日本電子製、ＪＸＡ－８１００）により、１
００μｍ×１００μｍ視野、加速電圧１５ｋＶの条件によって、ＳＥＭ像と、基材由来の
元素および皮膜材由来の元素の分布をスキャニングして、マップ表示した。これにより、
基材由来の元素および皮膜材由来の元素の分布が補完関係になっていることを確認した。
その後、検出されたＸ線検出強度の最大値の０．２０倍となる値を閾値として２区分に分
け、Ｘ線検出強度が閾値以上となる領域における面積率を皮膜の面積率とした。
【００４５】
＜パーティクル数＞
　純水を入れたビーカーの中に各試験片を挿入し、このビーカーを、超音波発信機を備え
た槽の中に装着した後、室温で１０４ｋＨｚの超音波を１分間負荷し、ビーカーの純水中
に飛散したパーティクルの数を液中パーティクルカウンター（測定範囲０．５～２０μｍ
）で測定し、１μｍ以上のパーティクルの数を表１に示す。
【００４６】
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【表１】

【００４７】
　表１に示すように、本発明例１～５では、パーティクル数が１８～８１個／ｍｌと良好
であった。以下、本発明例１および３についてのＳＥＭ像ならびに基材由来の元素および
皮膜由来の元素の分布を示すと共に、皮膜由来の元素の分布から皮膜の面積率を求める手
法を具体的に説明する。
【００４８】
　図１には、本発明例１のＳＥＭ像ならびにＡｌ（基材由来の元素）およびＳｉ（皮膜由
来の元素）のＸ線検出強度の最大値を基準とした分布を示し、図２には、本発明例１のＳ
ＥＭ像と、上記の手法に従って２区分化したＳｉ（皮膜由来の元素）の分布とを示してい
る。なお、図中ＳＬがＳＥＭ像であり、ＳｉがＳｉの分布、ＡｌがＡｌの分布を示してい
る。図１，２のＳＥＭ像並びにＡｌ、Ｓｉの分布図は、同一部位かつ１：１で対応してい
るため、それぞれ重ね合わせが可能である。
【００４９】
　図１に示すように、本発明例１では、ＡｌとＳｉとが補完関係となっており、基材表面
と皮膜表面とが混在していることがわかる。また、図２に示すように、Ｓｉの分布におけ
るＸ線検出強度の最大値は２４０であり、その０．２０倍である４８を閾値として２区分
に分けたとき、Ｘ線検出強度が閾値以上となる領域における面積率（皮膜の面積率）は１
６．０％である。
【００５０】
　図３には、本発明例３のＳＥＭ像ならびにＡｌ（基材由来の元素）およびＳｉ（皮膜由
来の元素）のＸ線検出強度の最大値を基準とした分布を示し、図４には、本発明例３のＳ
ＥＭ像と、上記の手法に従って２区分化したＳｉ（皮膜由来の元素）の分布とを示してい
る。なお、図中ＳＬがＳＥＭ像であり、ＳｉがＳｉの分布、ＡｌがＡｌの分布を示してい
る。図３，４のＳＥＭ像並びにＡｌ、Ｓｉの分布図は、同一部位かつ１：１で対応してい
るため、それぞれ重ね合わせが可能である。
【００５１】
　図３に示すように、本発明例３においても、ＡｌとＳｉとが補完関係となっており、基
材表面と皮膜表面とが混在していることがわかる。また、図４に示すように、Ｓｉの分布
におけるＸ線検出強度の最大値は３１０であり、その０．２０倍である６２を閾値として
２区分に分けたとき、Ｘ線検出強度が閾値以上となる領域における面積率（皮膜の面積率
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）は５０．９％である。
【００５２】
　一方、比較例１は、アルミナを基材に用いた例であり、比較例２は、耐食性高いことが
知られているイットリア（Ｙ2Ｏ3）を基材に用いた例であるが、いずれも、皮膜を形成し
ていないため、パーティクル数が多かった。また、全面に皮膜を形成した比較例３では、
当初のパーティクル数は少ないものの、半導体製造装置のチャンバー部品として２時間使
用すると剥離し、パーティクル数が急増した。比較例４～７は、いずれも基材に溶射セラ
ミックスを用いたものであるが、いずれも気孔率が大きく、皮膜を形成させてもパーティ
クル数を減少させるには至らなかった。
【実施例２】
【００５３】
　表１に示す本発明例３および比較例１については、半導体製造装置プラズマ処理槽で使
用される防着板として設置し、パーティクルの発生数をパーティクルカウンター(KLA―Te
ncor社製SPI)を用いて調査した。調査は25枚のウエハーに対しプラズマ処理を行い、１、
５、１０、１５、２０および２５枚目の計６枚のウエハーに対し、ウエハー上に存在する
１μｍ以上のパーティクル数を測定した。その結果を表２に示す。また、本発明例３のセ
ラミックス部材については、通常メンテナンス時に必要となる洗浄を５回行い、再度実装
置に取り付け、上記と同様の方法によりパーティクルの発生数を調査した。その結果を本
発明例６として、表２に併記する。
【００５４】
【表２】

【００５５】
　表２に示すように、比較例１のセラミックス部材では、いずれのウエハーにもパーティ
クルが平均で１６．８個と多数付着していたが、本発明例３のセラミックス部材には、平
均で１．０個とほとんど付着していなかった。また、５回の洗浄を実施した本発明例６の
セラミックス部材においても、平均で３．３個と少なく、洗浄後にも本発明の効果が維持
されることが確認できた。
 
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　本発明によれば、セラミックス焼結体が本来有する機能、即ち、優れた耐食性を発揮し
つつ、焼成時、研削加工時などに発生し、セラミックス焼結体表面の気孔内などの微小空
間に残存した微粒子またはマイクロクラックに起因して発生するパーティクルの飛散を防
止することができる。従って、本発明の表面処理セラミックス部材は、例えば、半導体デ
バイス製造装置、液晶ディスプレイ製造装置、精密分析機器の加熱ユニットなどにおいて
、高温雰囲気、処理ガス雰囲気またはプラズマ雰囲気に曝される部材に用いるのに最適で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明例１のＳＥＭ像ならびにＡｌ（基材由来の元素）およびＳｉ（皮膜由来の
元素）の分布
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【図２】本発明例１のＳＥＭ像と、上記の手法に従って２区分化したＳｉ（皮膜由来の元
素）の分布
【図３】本発明例３のＳＥＭ像ならびにＡｌ（基材由来の元素）およびＳｉ（皮膜由来の
元素）の分布
【図４】本発明例３のＳＥＭ像と、上記の手法に従って２区分化したＳｉ（皮膜由来の元
素）の分布
【図５】従来のセラミックス部材および表面に定着材を被覆したセラミックス部材を半導
体製造装置に適用した場合の使用時間とパーティクルの発生量との関係を示す図

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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